
7.「診断時」に医療チームが治療や生活を支える仕組み・相談窓口・セカンドオピニオン制度などの院内の機能について、患
者・家族に周知・案内することについて貴施設での取り組み内容や工夫されていること、困りごとがありましたら、簡単にご
回答ください
工夫していること
診断時に専門・認定看護師の同席と相談窓口の紹介
基本的には診断・告知時に看護師が同席
診断告知にはがん関連認定・専門看護師が同席できるよう『同席依頼用紙』を作成し医師に周知しています。PC上で依頼、確
認、受領ができるため電話連絡の手間が省けています。同席した看護師が緩和ケアサポートチーム、リエゾンチームなど患者
に適した相談窓口を案内しています。
説明への看護師の同席、医師の診察前後の看護師による問診
告知時に緩和ケアチーム看護師が同席し、がん相談支援センターと緩和ケアについて案内するとともに緩和ケアスクリーニン
グにて緩和ケアニーズを拾い上げる体制を設けている
がんの診断がついている患者に対して、初診診察時はリソースナースが診察に同席し患者・家族の不安や症状に対応してい
る。継続が必要であれば次回の外来や入院で引き継きサポートできるように繋いでいる。
面談に同席した緩和ケアチーム専従看護師が伝えています。
診断時になるべく専門のNs.が同席するようにし、がん相談の窓口が記入してあるカードを渡している。
病状告知の際に、緩和ケア認定看護師が同席し、心身の症状に応じて緩和ケアチームまたは緩和ケア外来に橋渡しをするよう
努めている。
認定看護師、専門看護師が介入している。その際に相談窓口やセカンドオピニオンについても情報提供をしている。
診断時や治療方針の話し合いでCN（公認心理師）が入る体制
IC時に専門、認定看護師の同席　相談窓口の設置
看護師が病名告知時に同席し、患者・家族の支援と共に相談窓口の案内を行っている。また、外来診察室にはがん相談支援セ
ンターの案内（名刺）を常備し、医師より情報提供されている。
外来でCNが、診断および治療のI.C.に同席し説明している。がん相談支援センターが診療室にパンフレットやカードを準備し
ており、I.C.時に手渡している。
ICの同席時に院内独自に作成をしたパンフレットを使用して説明している。
CNSが同席し、フォローを行いながら、医師と協力して情報提供を行っている。
ポスター掲示、がん相談員紹介カード配布や診察時立ち合い・診察後面談など行っている
専門職種の病状説明の同席
外来受診時に、主治医より必ずセカンドオピニオンについて、患者とご家族に必ず伝えている。また、告知時に緩和ケア認定
看護師が立ち合い、その時点で可能であれば相談窓口なども伝えている
がん看護外来の担当Nsが病状説明時に同席し、その後のｆ/u面談などで案内、周知している。
緩和ケア認定看護師が診断時に同席し、多職種介入が必要な場合は同日中に情報共有、介入依頼を実施している。
診療時に看護師が面談に同席し、患者家族に院内のシステムについて、リーフレットを用いて説明している。また、誰でも手
に取れるよう、リーフレットは院内のいたるところに設置している。
緩和ケア認定看護師が診断時に同席し、多職種介入が必要な場合は同日中に情報共有、介入依頼を実施している。
周知・案内については、主治医を含め、がん看護専門看護師および認定看護師等の看護師や公認心理師等、患者や家族の状況
に基づき多職種で立ち合いできる体制を構築している。また、患者には可能な限り患者一人ではなく、家族等の付き添い者に
も併せて聞いて頂けるよう声掛けしている。
告知時に看護師が同席し、院内の機能について案内している
がん相談室の案内、診断告知時の緩和ケアチーム介入等を実施し精神的支援に努めている
初診外来に緩和ケアチームのスタッフが同席する
ポスターの院内掲示やホームページ・パンフレット等を活用した広報活動
ポスター掲示、ホームページなどで、周知図っている。また、診察時など患者、家族へ情報提供行ったりしている。
院内での掲示
外来にパンフレットを置くようにしている、ホームページや院内ポスターで周知している。
院内にポスターを掲載している。診察室にも掲載している。緩和ケアセンター運営委員会で周知している。
副作用マネジメントセンターの広報
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フロー作成、院内広報
がん相談支援センターのチラシやポスターを掲示したり、がん患者に渡したりしている
冊子やホームページ
パンフレットの活用
診断時案内カード配布、定期的な院内放送による周知
相談窓口やセカンドオピニオンについてポスター掲示している。
ホームページ、ポスターで掲示している。
外来看護師から緩和ケアチームへ連絡を取ったり、チームのポスター掲示などを実施している。
ポスターを院内掲示している
ポスター掲示
院内掲示やがん相談支援センターでの情報提供
パンフレット作成しがん治療センター、がん支援センターに設置。がん専用の掲示板に相談窓口・セカンドオピニオンなどに
ついて掲示している。
ポスターを院内に掲示している。
がん情報サービスが作成している「がんと診断されたあなたに知ってほしいこと」の冊子を外来診察室に配置して患者への配
布を推奨している。がん患者相談センターの案内名刺を同様に診察室へ配置して患者へ配布を促している。
リーフレットやパンフレット、ポスターによる周知・案内
院内ポスターの掲示
がん相談支援センターの冊子を医師のデスクに設置し診察時に配付している。
全例スクリーニングからの患者相談、院内パンフレット、院内ポスターなど
ポスター掲示を行っている。
医療チームが治療や生活を支える仕組み・相談窓口・セカンドオピニオン制度に関して、掲示などにより周知は行っている
が、診断時に必ず説明する仕組みについて、体制構築などの準備をしている。
各診療科に相談支援センターのパンフレットを設置している。
外来部門とがん相談支援センターの連携（必要な患者紹介）、掲示物によるがん相談支援センターや緩和ケアチーム、がんサ
ポート外来の紹介。
外来窓口や院内の掲示物にて緩和ケアチームやセカンドオピニオン等の案内をしている
がんと診断されたら、医師や看護士が緩和ケアセンターやがん相談支援センターを紹介することにしている。しかし、全ての
患者、家族に伝えることができず、院内にチラシを掲示している。
紹介患者様が多いので、連携室の待合室に掲示している。そして外来の掲示板にも掲示をしている。
治療の説明・同意書内にセカンドオピニオン希望の説明文書あり 独自のリーフレットを作成し相談窓口について提示している
外来に掲示したり、主治医が診断時に説明している
緩和ケアパンフレットの配布やホスピス緩和ケア週間を活用し、緩和ケアの紹介をしている
がん相談支援センターや地域連携室、AYA・チャイルドサポート、緩和ケアなどトータルケア部門の紹介をパンフレットやHP
で紹介している。
案内パンフレット作成中
就業、就学、妊孕性、アピアランスケア等、患者さんの困りごとを解決する支援が行えるよう、チラシやがん情報のホーム
ページで情報発信をしている。
「診断された時からの緩和ケア」という文言をHP上に掲載していく
患者相談窓口(医療福祉相談、がん相談支援センター、緩和ケアセンター、セカンドオピニオン等)をお知らせするリーフレッ
トを配布
外来や病棟などに「緩和ケア」に関する案内を貼付している。
初診時の診察同席、診察室や待合にがん相談支援センターの案内、カードの配置
ポスター
院内に緩和ケアセンターのポスターの掲示(緩和ケアチーム、緩和ケア外来、苦痛のスクリーニングについて等)をしている。
診察室にがん相談支援センターの名刺カードを設置、診察時に医師より可能な範囲でお渡ししている。
院内掲示やホームページ掲載　パンフレットに表記　診断時や告知時に依頼があれば緩和ケアCNやMSWが面談実施し情報提
供を行う
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工夫点：院内掲示板に情報提供と診断時の面談で相談窓口、医療チーム、セカンドオピニオンの説明用紙を渡し、説明してい
る。
がんセンター内で関連動画を流したり、関連リーフレットを設置している。
がん情報サービス発行の冊子「がんと診断されたあなたに知ってほしいこと」にがん相談支援センターの場所がわかる地図を
記載したリーフレットを挟み、センターの場所の確認や必要時に訪問や電話相談ができるようにしている。
（別紙）新指針p18『外来初診時から治療開始までを目途に、がん患者及びその家族が必ず一度 はがん相談支援センターを訪
問（必ずしも具体的な相談を伴わない、場所等の 確認も含む）することができる体制を整備すること』への対応として、がん
情報サービス発行の冊子「がんと診断されたあなたに知ってほしいこと」にがん相談支援センターの場所がわかる地図を記載
したリーフレットを挟み、がん診療を行っている診療担当医、外来化学療法室看護師等から手渡してもらうことで患者または
家族が冊子の内容から情報収集し、センターの場所の確認や必要時に訪問や電話相談ができるようにしている。
院内に、がん相談支援センターがあること、相談窓口があること、院内に専門チームがいることなどを表示したりリーフレッ
トを置いたりしている。
外来患者や入院案内時にパンフレットやリーフレットの配布
すべての外来患者さんにこの取り組みがいきわたるように一枚のチラシを受診ファイルにも入れて周知しています。また緩和
医療学会作成の青いポスターを患者さんが見える場所に掲示しています。
初診のがん患者に冊子「がんと診断されたあなたに知ってほしいこと」を外来で，また外来で渡し忘れた患者には患者サポー
トセンターでの入院説明時に渡している
パンフレットを初診時よりお渡し
診断時にがん相談のパンフレットをお渡しし、必要に応じて相談に行くことを勧めている。
入院案内にがん相談に関するチラシをセットしている
「診断時からの緩和ケア」に関する巨大ポスターを院内随所に配布のほか、各診療科の外来において全てのがん患者に同様の
チラシ、冊子を配布しています
口頭及び説明書にその旨記入し、配付している
当院では診断時に「がんと診断されて困ったり悩んだりされている患者さんへ」というリーフレットをお渡しています。その
中に相談窓口・セカンドオピニオンについて・身体心理社会面における支援体制の紹介をしています
がん患者サロン、緩和ケア外来、がん相談支援センターなどのパンフレットをまとめたものをお渡ししてます
パンフレットの配布など
「がんと診断されたあなたに知ってほしいこと」冊子とがん相談支援センターのリーフレットを配布するよう勧めている
４種類の資材を配布するとともに、相談支援センターの紹介を行っている。
診断告知時に自施設の「緩和ケア」のパンフレットを渡している。
緩和ケアのパンフレットを作製、配布している。各科外来や検査・入院の説明を行う部署でがん相談支援センターの案内や、
熊本県の緩和・がんの資料もご案内している。
がん相談支援ブックの配布
院内各署に緩和ケアに関するポスター掲示とリーフレット配布を行っている。また、がん告知のときに医師から「がんと診断
されたあなたに知ってほしいこと」リーフレットを渡し必要時がん相談室に立ち寄り面談を行うよう促している。
患者さんには、看護師から「がんと診断された方へ　これからの生活のために」という冊子を渡している。
がん告知のときに医師から「がんと診断されたあなたに知ってほしいこと」リーフレットを渡し必要時がん相談室に立ち寄り
面談を行うよう促している。
京都府が作成した「京都府がん情報ガイド」や当院が作成した「治療を受けられる皆さんへ」冊子をお渡しています。またデ
ジタルサイネージで案内しています。
パンフレットの配布
・『これからについて知っていただきたいこと　がんと診断されたあなたへ』という当院独自の冊子を診断時に配布し、緩和
ケアについても伝えている。１０月の緩和ケア週間で左記の冊子をホスピタルストリートで掲示し緩和ケアについて理解を促
している。
パンフレット配置と配布
緩和ケアセンターが支援活動を行っており、週1回外来受診時などにがん相談窓口やがん看護外来などの案内が載っているサ
ポートブックをお渡しする体制を整備している。外来診察室にがん相談窓口への依頼ルートを掲示している。がん看護外来で専
門スタッフの支援を受けられることを広報している。
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診断時にパンフレットを渡し、説明している
初診時に、治療に関する相談窓口や相談支援センターに関する用紙をお渡しし、いつでも相談できるような体制を整えてい
入外問わずがんと診断した患者において、医師または看護師より「がんと診断されたあなたに知ってほしいこと」を配布し情
報共有を行っている。
がん診断時に医師よりリーフレットを渡し、がん相談支援センターについて説明する
がん相談支援センターのパンフレット配布により、積極的に案内している
医療従事者への啓発活動
緩和ケア研修会等を通じて、院内及び外部の受講者等へ周知を図っている。
医療者には研修を行い周知を続けている。
院内のがんに携わる医療従事者に対する周知を行い、患者・家族に向けてポスターやモニターTVでの掲示や入院時の書類に院
内で作成したポスターやリーフレットを添えて説明を行っている。
がんセンター運営委員会で「がんと診断されたあなたに知ってほしいこと」を周知し、各診療科の希望数を配布した。その他
がん看護外来、相談支援時に配布し、周知・案内している。
がん相談支援センターは設置しており、セカンドオピニオン制度の体制は整えているものの、実際の運用は診療科や担当医に
よって異なっており、「診断時」には対応できていないことが多い。がん相談支援センタースタッフが各科のミーティングに
参加し、啓発活動に努めている。
院内医療者間の連携体制の強化
がんと診断される患者数に対して、がん相談の相談員に限りがあり、多くの患者・家族が相談を希望された場合に充分な対応
が出来ない懸念があり、それぞれの部署でまずできる対応を高める工夫や個別の問題ごとに適切な対応窓口を案内できるよう
各診察室の臨床事務や外来看護師とも連携している。
院内に掲示しておくことや、患者のIC中に不安が強い場合には緩和ケアセンターに連絡が入るシステムがある.認定看護師が看
護外来として初期介入後、緩和ケア内科につないでいる
がん相談支援センターの看護師や医療ソーシャルワーカーが介入し早急な対応を行っている
がん相談支援センターを中心にサポートしている
がん看護専従看護師によるカウンセリング、面談、ハローワークとの連携など
苦痛のスクリーニングの活用
当院初診患者に、全人的苦痛のスクリーニングを実施しており、医療費や生活費、仕事の継続、独居での困りごとなどに対し
て早期から患者サポートセンタースタッフの介入につなげている。
苦痛のスクリーニング
生活のしやすさに関する質問票（苦痛スクリーニング）を基に情報提供を行っている。
告知時にスクリーニング（身体的・精神的・社会的）を実施し、結果に応じて対応している。
からだの症状に関する問診票をスクリーニングに活用し、対象者患者の早期把握と機能伝達に努めている。
告知時に苦痛のスクリーニングを実施し、がん相談支援センターや看護外来等について案内。セカンドオピニオンを受ける権
利も保証している。
初診時に苦痛のスクリーニングを実施し、「医療チームが治療や生活を支える仕組み・相談窓口・セカンドオピニオン制度な
どの院内機能」について説明している。
外来の苦痛のスクリーニング（問診票）
スクリーニング→院内の機能案内につなげる
医療者からの声掛け・情報提供など
治療同意書内に緩和ケア、相談窓口、セカンドオピニオンについて記載あり、口頭でも説明を行っている。
主治医や看護師から、案内や提案をしている。
診断時すべての患者に対して実施することはできていないが、医師・外来看護師や、患者支援センター等から、がん相談支援
センター、セカンドオピニオンなどの情報提供を行っている。
診察中にセカンドオピニオンの希望を確認することや、看護師による面談をおこなっている
診断時の外来担当者、担当した看護師、または入院支援看護師からがん相談窓口があること、いつでも利用できることを紹介
している。その時に介入が必要な時は依頼がある。
精神腫瘍医を配置し診断時の気持ちのつらさからかかわっている。
病院幹部（副院長）を中心に組織をあげての取り組みとしている。
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人員不足の中いかに効率よく持続可能な体制を整備するか検討中。公の資源を最大限利用して運営していく予定。
がん相談窓口、セカンドオピニオンの案内
緩和ケアに関する資材を活用することで準備している。
困りごと
人員の不足
がんの診断時にがん患者総合支援センターでかならず案内を受けられるような体制を準備中。MSWやNsの人数がギリギリのた
め、人的余裕がなく体制の維持に難渋している。
がん相談部門の人材確保
がん相談員が一人しかいないので、すべての患者や家族に対応することが難しい
がんカウンセリングなどを通じて行っているが、人手が足りない
全ての患者に対応できているわけではない。診療科（医師、外来看護師）によっては連絡をくれないこともある。一方、マン
パワーとして全例に関われない。
がん相談支援センターで案内するようにしているが、センターにおける人材が不足しています。
がん告知時の外来診察時に専門・認定看護師が同席するようにしているが、複数の看護師を配置していないため全員の同席は
困難である
今後相談が増加した場合のマンパワー不足（現在主に対応している看護師が1名のみ）
人材不足
人員不足
対応できる専門性の高い看護師がもっといると助かります。
診断時や治療についてのIC時に認定看護師が同席する場合は必ず伝えている。しかし、診断時に必ず同席ができているわけで
はないので全患者にかかわることができていない。
診療科や部署による取り組みのばらつき
総ての医療チームが出来るとは限らない
診療科によって取り組み度合が異なることに苦慮している
取り組んではいるが、部署によっては徹底されていない
全例に提供できていない点や主治医や診療科によるギャップがある。

初回がん告知時やその他バッドニュースを伝えるときにはがん看護CNS やがん分野CNが同席するように心がけており、IC後の
面談時にもお伝えしている。しかし、科によっては同席依頼がない科がありフォロー出来ていない場合がある。

積極的な医師ばかりではないため、取組みにバラつきが出てしまう。
部分的なため、全体としては準備中と回答した。科によってばらつきがある
診療科により取り組み状況に差がある
早期から対応している診療科もあるが、診療科によって取り組み方に差がある。
科や担当スタッフによって、情報提供にばらつきがある
一部の診療科で徹底していないと思われる。
科や担当スタッフによって、情報提供にばらつきがある
各診療科の担当医や看護師の異動により取り組みが途切れてしまう事への懸念、
緩和ケアに対する認識不足による障壁
ポスターやパンフレットによる周知に加え、限られた診療科からではあるが診断時からのチーム介入を行っている。患者・家
族・医療者の緩和ケアに関するイメージが障壁となる部分がある
診断時にパンフレットを渡し、相談支援窓口など案内するようにスタッフへ周知・啓発しているが、スタッフの認識不足があ
り、浸透されていない。
「生活のしやすさに関する質問票」による苦痛のスクリーニング、がん相談支援センターの存在についてパンフレットをわた
してアナウンスなどしている。緩和ケアという言葉に対する誤解がまだまだあると常日頃感じており、緩和ケアを必要とする
人が受けることができていない現状がある。
医療者の誤解が障壁となっていることもある
診断時の緩和ケアは敷居が高いようで苦痛が存在しても介入を希望されないケースがある。

【問7.9.の自由回答　診療体制について】
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病状説明書か口頭で伝えているが、告知などBADニュースの説明後のタイミングなどとなると、どこまで受け入れてもらえて
いるのか疑問。
がん相談支援センターの周知について、がんという言葉を使うことに配慮が必要な場面が多く、案内に躊躇するスタッフがあ
院内職員への周知不十分
すべての患者様の「診断時」に対応するのは困難です。
セカンドオピニオンはIC様式に取り込まれているたため、病状説明時に自動的に案内する流れになる。また、がん患者スク
リーニングを実施しており、診断早期から患者の困りごとに対して緩和ケアチームが中心となって対応するシステムがある。ス
クリーニング実施率は高いが、形骸化し対応がされていないケースがある。
認定看護師同席で診断告知を行い、そうした内容を患者・家族に周知しているが、認定看護師が全例に立ち会える訳ではな
く、周知を徹底できてはいない。
緩和ケアセンターが窓口になっているが、全てのがん患者に伝えることができていない可能性はある。
がん相談支援センターのリーフレットを作成し、外来や病棟ラウンジに配置している。　診察時に医師からリーフレットを患
者・家族に渡して欲しいと思うが、周知するのに困難を感じる。
すべての診断医に、がんと診断された時からの緩和ケアについて浸透していない。
リーフレットを作成し配布、配架しているが、全ての患者へお渡しでくいているか不明。がん専門病院でないことや、職員の
異動が多く周知がなかなかされない
院内全体で実施しているとは言い切れない。対応内容は記録に残せていない。
案内は全患者ではないため周知方法が課題
苦痛のスクリーニング、配布資料、掲示物等で周知を図っているが充分とは言えない。
体制整備の不十分さなど
取り組んでいるが全例カバーできているかを確認する体制がまだ整っていない。
掲示物などで対応しているのみで、それ以外の具体的活動が難しい
診断に時間を要する（手術後の確定診断等）場合など外来で渡せないこともある
周知・案内ができている施設の具体的な方法や工夫を知りたい。
初診時、入院時に苦痛のスクリーニングを行い相談したい内容により相談支援センターや専門チームに連携する体制はできて
いる。それ以外のタイミングでは課題がある。
院内各所で広報は行っているが、直接伝える、案内するまでは至っていない
診断時にすべての患者には説明はしていない。
診療科医師の異動等により　がん相談室への案内がもれることがある
大学病院という性質上、施設全体に取り組みを普及することがやや難しい
冊子購入やリーフレット印刷の予算を継続的に確保できるのかどうかという点について、どのような対策を取れば効果的なの
かが見いだせていない点が課題と言える。

【問7.9.の自由回答　診療体制について】
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９．新指針p6「臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則した、患者支援の充実や多職種間の連
携強化を目的とした院内全体の多職種によるカンファレンスを月1回以上開催すること」について、貴施設での取り組
み内容や工夫されていること、困りごとがありましたら簡単にご回答ください
工夫していること
緩和ケアチーム・緩和ケアセンターのカンファレンスを拡大して検討
緩和ケアセンターでは、依頼元診療科医師、依頼元病棟看護師、緩和ケアリンクナース、がん診療部門スタッフに
対し、症例検討の募集を1回/週行っている。さまざまな問題に対する多職種カンファレンスを開催するなかで、昨
年度は『臨床倫理的』『社会的』なテーマを取り扱ったカンファレンスが13回あった。
緩和ケアチーム、相談支援センターにおいてもカンファレンスは実施しているが、倫理コンサルテーションチーム
もあるので、ケースによって依頼に応じて行っている。
緩和ケアチームカンファレンスだけでなく、がん診療カンファレンス（手術・薬物・放射線治療）での倫理的社会
的な問題を取り上げ、多職種で検討している
緩和ケアチームでは多職種カンファレンスを週1回、月１回リンクナース会、がん相談支援センターについては、
個別的に必要時に相談等の意見交換は行っているが、入退院支援や地域連携室スタッフとの定期的なカンファレン
スが行えていない。
緩和ケアチームで対応している患者の治療・ケアに関する問題は、緩和ケアチームと病棟スタッフで対応するが、
緩和ケアチームで介入していない患者で、倫理的な問題が生じた場合は、臨床倫理委員会で検討している。
緩和ケアチームのラウンド時に、倫理的課題についても検討を行っている。
緩和ケアチーム内での検討前にチーム専従看護師が対象患者の診療科医師や看護師と問題点について情報収集し、
その情報をもとにチーム内で検討を行っている
緩和ケアチーム内で週1カンファレンス実施中。臨床上の倫理的な問題は依頼時に診療倫理コンサルテーション
チームがカンファレンスを実施中。
緩和ケアラウンドを週2回実施し、ラウンド前に多職種と情報共有をしている
緩和ケアリンクナースを中心にPCTがサポートしながら病棟倫理カンファをこれまでも開催してきた土壌があるの
で、それをさらに発展させていく方針。
緩和ケア部会で患者支援や多職種連携を目的に事例検討し、臨床倫理部会で内容につき院内審議している。
月2回多職種による緩和ケアカンファレンスを行い、患者の事例に則して対応策を検討している
取り組みは緩和ケアチームと地域医療連携センター（各病棟、外来に担当のMSW、看護師）が連携しながらおこ
なっている。
腫瘍センターが中心となり、取り組みを始めたところである。
腫瘍センターを中心としてカンファを行っているが、定期開催のため病院長直属で事務系を中心に運用できるよう
に準備中
週1回の緩和ケアチーム（主治医を含めた多職種参加）のケースカンファレンスを実施している。困りごとは、開
催のタイミングや主治医の協力を得ること。
週1回の緩和ケアチームカンファレンスにて、症状緩和以外の問題点についても同時に検討している。
全外来・病棟における緩和ケアのスクリーニングシートなど活用し、各病棟リンクナースも参加する委員会や緩和
ケアチームにてカンファレンスを行っている。
毎週1回、多職種で構成された緩和ケアチームで臨床倫理的、社会的な問題に対しても検討し記録に残している。
また必要に応じて主治医や病棟カンファレンスで情報共有も行っている
臨床倫理に関する委員会を研究倫理委員会と別に設けており、その責任者を緩和ケアチームの代表者が担ってお
り、チーム活動と並行して行っています。
各病棟でのモヤモヤしたことなどあれば、緩和ケアチームに相談があり、多職種で行っている
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患者サポートセンターと緩和ケアセンターを同じフロアに配置し連携が取りやすい環境を作っている
コンサル型であるが、緩和ケア外来の強化に取り組んでいる。
緩和ケアリンクナース会に、多職種にも参加してもらい、事例検討を行っている
多職種参加の緩和ケアチームのカンファレンス内で実施している
キャンサーボードを拡大して検討
キャンサーボードでの全人的な視点からの多職種の発言を大切にしている。
キャンサーボードで検討している
キャンサーボードと絡めて、がん診療推進センターが主体となって開催している。
キャンサーボードの際に患者の倫理、社会的な問題についても検討している。
月1回のキャンサーボードで診療科ごとに具体的な症例を提示、多職種でディスカッションをしている
月1回の多職種キャンサーボードで、臨床倫理的・社会的な問題を含んだ事例についてカンファレンスしている。
月1回開催のキャンサーボードに合わせ、差ポーティングカンファレンスを実施している。
腫瘍内科、キャンサーボードが対応　選択肢がなかったため不明としました。
従来、実施してきたキャンサーボード（週1回実施）を活用し、患者支援の充実や多職種間の連携強化に努めてい
る。※主体的に取り組んでいる部門：がんセンターキャンサーボード運営部門
上記問８は該当チェックボックスなし。がんセンターがキャンサーボードのテーマの１つとして取り組んでいる。
各診療科単位であっても多職種、緩和ケアチームなどを巻き込んでのカンファレンスを行っており、ほぼ院内全体
に等しく、わざわざ院内全体のカンファレンスにする意図が見えにくい。
多職種でのキャンサーボード
難渋するケース等についてキャンサーボードを開催している
病院全体でがん診療にかかわる医師および多職種が参加するキャンサーボードの中で話し合いをしております。
問8にいて該当する項目がなかったので「緩和ケアチーム」と回答した。症例によってこれらことが問題になる場
合は臨床倫理委員会やキャンサーボードなどで検討している。どちらの会議にも緩和ケアチームのメンバーが参加
している。
倫理コンサルテーション委員会はあるが、がん患者に特化しておらず、月1回以上でもないため、今後はキャン
サーボードの際に実施することをがん診療委員会で検討中。
医療安全部門やキャンサーボードなど既存の組織と協働して取り組んでいる。
キャンサーボードの前（あと）に行っています。
院内多職種が集合できる時間が限られているためキャンサーボードと合同しているが議題にあがらない。院内全体
にあがる前に各部署でのカンファレンスで解決している。
倫理部門のカンファレンスを拡大して検討
地域がん診療連携拠点病院　倫理小委員会が中心となり、臨床倫理的、社会的な問題に対して事例を用いて患者・
家族支援について検討していく事で、R4年11月より開始予定。
問８について、「相談支援センター」も該当
問8について、緩和ケアチームおよび“研究”倫理部門　ではありませんが“臨床”倫理部門　で取り組んでいるとの
回答が医師よりありました。
問8の回答は「不明」ではなく「倫理サポートチーム」。メンバーに緩和ケアチーム医師や相談支援センターのSW
等が含まれている。
問8は、臨床倫理コンサルティングチーム、SREチームで取り組んでいます。院内全体の多職種による、がどの程
度の規模までを示すのかわからない。現状ではキャンサーボードと合体させて開催しようとしているがそれで良い
のかどうか。

【問7.9.の自由回答　診療体制について】
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倫理委員会の下部組織として臨床倫理コンサルテーションチーム（名称　臨床倫理委員会）を組織しており緩和ケ
ア科と救命科の医師を中心として活動している
倫理的課題について組織として検討する場として臨床倫理委員会を設置している。また、職員が診療・ケアに関し
て日常的に遭遇する倫理的な価値判断が困難な案件について、多職種で諸問題を共有し、検討する場として、臨床
倫理委員会の下に臨床倫理コンサルテーションチームを設置している。
臨床倫理委員会、キャンサーボード、地域連携カンファなど
臨床倫理委員会と協同して鎮静の検討会を開催している
がんに限らず臨床上倫理的な問題がある場合には、倫理委員会に報告を上げるとともに、倫理カンファレンスを多
職種で開催して方針について検討している
がん患者に限らないが、院内の臨床倫理コンサルティングチームが、院内の多職種によるカンファレンスを開催し
ている。（問8は例示された部門ではないため無回答としました）
取り組まれている部門：医療倫理委員会
臨床倫理コンサルテーションで臨床倫理的、社会的な問題の解決に向けて検討する仕組みはあるが、事案があると
きに随時開催しており、定期的な開催はない。
相談支援部門のカンファレンスを拡大して検討
相談支援センターへの相談をカンファレンスで取り上げ、検討した結果をカルテに書くようにしている。
相談実務者で毎月、事例検討を行っている。相談実務者のみでは解決ができない場合は、研究倫理部門に相談する
こともある。月1回のためタイムリーではないことがある。
定期的に病棟や外来、相談支援対応スタッフで合同カンファレンスを実施。
その他、既存のカンファレンスを拡大して検討
がんセンターにて取組んでいる。【症例について】 がん相談専従MSW及びがんセンター専従看護師より、院内で
共有すべき臨床倫理的、社会的な問題を解決するための具体的な症例を提示される。  【カンファレンス開催方法
及び院内周知について】MSWより提示された症例は、まず２５名で構成されるがんセンター化学療法
外来化学療法室で定期定期に行っていた主治医との倫理カンファレンスを場所、時間の確保などでサポートする。
その他、病棟や外来で行われている倫理カンファレンスを更に推奨するうに管理者会議などで説明し促した。各部
署で開催している倫理カンファレンス件数の把握方法を検討している。
カンファレンスが多すぎ。既存のカンファレンスの機能を拡大し対応。
各病棟で月１回程度はカンファレンスを行っているが、病院全体では行っていない。
各部署で月2回の倫理カンファレンスを設けている。
患者情報が細かいため、病棟ごとに担当多職種で開催している
＊問8の回答項目にありませんでしたが、当院では診療科にて取り組んでおります。診療科と多職種で気になる症
例について、トータルペインの視点でディスカッションするためのカンファレンスを、毎週開催している。
看護部が中心となって臨床倫理についての症例検討会がひらかれている。院内全体で定期的に開催しているかとな
ると不明。
緩和ケア科では緩和ケア病棟入院中の患者のカンファレンスを毎日定時に行っている。一般病棟では緩和ケア科が
関わる患者に必要時多職種でのカンファレンスを実施している。 相談支援センターでは月1回1事例につき事例検
討会を実施している。
医療チームで臨床倫理や社会的問題解決のためのカンファレンスは症例に応じて実施されている。記録用テンプ
レート作成による記録の充実や、更に多職種でのカンファレンスを実施し検討内容を共有できるよう、化学放射線
療法部会を中心に準備を行っている
上記以外に「患者サポートチーム」という多職種連携チームがあり、定期的にカンファレンスを開催している
定例の緩和カンファレンスや倫理カンファレンスなど行っている

【問7.9.の自由回答　診療体制について】
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がん薬物療法部の会議の後にカンファレンスを設定。緩和ケアチームも参加している。
どの会議を以て当該カンファと解釈するかに幅がありますが、毎週の病棟・緩和ケアカンファレンスや、臨床倫理
チームのカンファの開催をしています。
医療倫理コンサルテーションチームも結成されている。患者相談支援センターも設置されている。
germline医療部会を月１回開催している
他職種カンファレンスは各病院等単位で実施している。今後拡大に向けて調整中
検討内容の工夫
カンファレンス開催の位置づけなどの準備が整い事例の選定を開始した。当初困難事例を検討しようと考えていた
が持続可能とするため、うまく解決できた事例を選択し、主治医を含めた多職種で協議する計画としている。
すべての病院職員にがん診療・相談支援に関心を持ってもらえるよう、すべての職種・部署に参加を呼びかけてい
る。カンファレンスでは、患者本人や家族の考えを明らかにし、治療などの専門的な事柄だけに話題が終始しない
ように心掛けている。
患者の望む過ごし方になっているか、生活者の視点で考えることを基本にしている。
医師（主治医＋主治医以外の医師）、看護師、薬剤師、医療ソーシャルワーカーで検討している症例は、進行がん
の症例で、テーマは治療方針に関する臨床倫理的問題（治療の妥当性、治療の継続や差し控えに関する倫理的問
題）、退院後の療養や治療における社会的問題などについてカンファレンスを行っている。
現在月に1回多職種が集まり臨床倫理の４分割、QOL、本人の意向などを含めた記録のテンプレートを作成し、電
子カルテに入力しながらカンファレンスを行っている。
独居の終末期がん患者や、がん以外にも複数の疾患を持つ持つ高齢がん患者の在宅診療導入に関する支援体制の構
築について
検討方法の工夫
事務的視点も考慮し、事務員を含めた多職種で取り組んでいる。
多職種参加のカンファレンスであることを司会者が認識し、多職種に発言を求めるようにしている。
医師からの発信は少ないため、緩和ケアチームから声をかける。その際多職種にも声をかけるよう工夫している。
地域の医療機関と当院の多職種で月1回緩和ケアカンファレンスを開催している。そこでは、緩和ケアの質の向上
について事例検討や知識向上を目的とした講義も行っている。参加されていない医療機関との情報共有などをどの
ようにしていくかが課題である。
よりよいカンファレンスになるように、内容をフィードバックして次回に活かすようにしている。
院内　臨床委員会の活動
適宜カンファレンスを開催している
特に倫理的問題については臨床倫理チームで開催し議論している
病棟、外来各部門が主体となり、多職種で参加し開催している。
病棟カンファレンス、退院前カンファレンス、診療科カンファレンスへのチームメンバーの参加
副院長もカンファレンスに参加しており、必要に応じて管理者会議で検討を行っている。
放射線科医師、麻酔科医師、緩和ケア医、歯科口腔外科、皮膚科、栄養科、リハビリ科、MSW、薬剤科、看護
師、精神科医師、主科の医師を含めた多職種カンファを毎週開催している。カンファの内容は病棟NSや主治医と
共有している
毎週月曜日9:30～10:30にカンファレンス室で介入患者さんの多職種カンファレンスを開催している
週1回カンファレンスを開催している
主治医から看護外来へつなぎ検討する流れとしている。
ケースをひとりで抱え込まないように情報共有を図ることを心掛けている
多職種で集い、多方面からの意見が挙がるように体制を構築している。

【問7.9.の自由回答　診療体制について】
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コロナ禍により多職種カンファレンスが難しい状況もあるため、グループウエアも活用している。
新規検討部門の設置
院内全体の倫理課題を把握し、組織的に検討するための委員会を昨年度設置した。毎週行っている現場の多職種カ
ンファレンスにおいて倫理・社会的問題の解決に向けて随時取り組み、難渋事例を委員会で取り上げ毎月検討でき
るような体制を整備中である。
緩和ケアチームを含む多部門でコアメンバーを作り、カンファレンスを開催予定
研究とは別に「臨床倫理委員会」を設置して月1回の開催を行なっている。各診療科や関係部門により、必要に応
じて多職種カンファレンスを行っている。
困りごと
医療者間の認識不足
実際の臨床で倫理的問題であるにも関わらず、認識が医療者にないこと
職員が倫理的問題に気付き、次につなげることをどのように周知するか。
倫理問題に気付けない医療スタッフが多く、一見何の問題もないように見えてしまうこと。
院内全体の倫理カンファレンスでは、開催システムが明確でなく、開催基準もスタッフに理解されていない。
院内全体を網羅できていない
設問8（主体的に取り組まれている部門）：臨床倫理コンサルテーションチーム 　設問9：全部を網羅しきれてい
ない。
全体向けの部分が難しい。
部門毎ではカンファレンスを開催しているが、院内全体では行う仕組みがない
COVID-19による開催困難
コロナ症例が散発的にあり全員でのカンファレンスの実施が困難なことが多い
新型コロナウィルス対応で職員の欠勤や集合自体が困難だった。
新型コロナ感染症のために対面のカンファレンスが制限されました。
コロナの影響で集合を避けざるを得ないことや急性期病院が多忙すぎて余裕がないこと・参加者が減る。
コロナ禍であり、院内であっても集合しカンファレンスを行うことが難しい
カンファレンスへの参加者が少ない
関連部署のスタッフが兼務していることもあり、参加者が少ないことがある。事例に沿った関連部署へ声をかける
こともある。
月2～3回のカンファレンスを緩和ケアチームとして行っているが、依頼元の相談者や医療者への連携、カンファレ
ンスの参加が少なく課題である。
多職種のため出席率が悪いことがある
定期開催のため、緊急症例の多職種招集が難しい。

（不明ではなくその他です）各部署で必要に応じて開催する個別のカンファに加え、院内全体に向けては、がん拠
点機能推進委員会が企画開催し、患者総合支援センター、緩和ケアチームなどが運営に協力している。働き方改革
のため、勤務時間内の開催を目指すが通常業務との兼ね合いで多職種が参加可能な時間の確保にも難渋する

整備指針の内容が分かりづらい
「不明」を選びましたが、連携部門が管轄しています。８が該当する会議がどのような会議を想定しているのかが
分かりづらいと感じています。
この指針が具体的な事例に対する検討を指しているのか、システム構築を目指しているのか不明。具体的な事例に
ついてはセンシティブな内容が含まれることが多く、関係する多職種が関わるのは良いと思うが、関係していない
人が関わるのは微妙なことが多いと考える
主体部門がわからない

【問7.9.の自由回答　診療体制について】
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どの部門が主体的に取り組むべきことなのかがわかりにくい
院内全体に周知するためにどの部署が主導でどういった症例を扱うのかを話し合いにくい。

現在は看護部門で調整を行っているが、院内全体という点を考えるとどこに軸を置くのがいいのか困ってしまう。

事例抽出が難しい　など
困りごと:事例をまとめるのに時間を要する、時間の制約のためカンファレンスが簡便化してしまう、等
事例の抽出が難しい。月1回以上開催するほど倫理的、社会的な問題がある事例があるかどうか。他のカンファと
の区別が難しい。
他職種に参加してもらうにあたり、対象患者の選択や論点等を提案するまでの労力を要する、時間帯や会議室の確
保も困難な時がある。
多職種で院内全体の月1回以上のカンファレンスの定期開催はハードルが高いと考えます。

【問7.9.の自由回答　診療体制について】
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